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別添１ 

 

認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付基準 

 

第１ 認定訓練助成事業費補助金（運営費）（以下「認定補助金」という。）は、次に該当

  する場合に交付するものとする。 

 

  職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）（以下「能開法」という。）第２４条

 第１項（同法第２７条の２第２項において準用する場合を含む。）の認定を受けた職業訓

 練（以下「認定職業訓練」という。）を行う中小企業事業主（注）、中小企業事業主団体

 又はその連合団体若しくは能開法第１３条の規定による職業訓練法人等（以下「中小企業

 事業主等」という。）であって、次のいずれの要件を具備するものであること。 

 

（注）中小企業事業主とは、資本の額又は出資の総額が３億円（小売業・飲食店又はサービ

  ス業を主たる事業とする事業主については 5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事

  業主については１億円）を超えない事業主又は常時雇用する労働者の数が 300 人（小

  売業・飲食店を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービス業を主

  たる事業とする事業主については 100 人）を超えない事業主をいう。以下同じ。 

 

 １ 当該年度において継続して認定職業訓練を行う中小企業事業主等にあっては、前年度

  の認定補助金の補助条件に違反した事実がない者であること。また、訓練時間の不足に

  より前年度において補講を必要としていた場合にあっては、当該補講を完全に行った者

  であること。 

 

 ２ 当該年度において新たに認定補助金の交付の対象となる中小企業事業主等については、

  当該事業主等の訓練組織、訓練設備、訓練計画、訓練開始時期等から判断して当該者が

  認定職業訓練を的確に遂行するに足りる能力を有すると認められる者であること。 

 

 ３ 認定職業訓練実施に係る予算の執行について責任者が定められているとともに、経理

  組織が整備されており、当該経理を明確かつ適正に執行できると認められる者であるこ

  と。 

 

 ４ 中小企業事業主等が法人でない場合は、当該事業主等の名称、目的、組織、認定職業

  訓練事業の運営方法及び財産の管理方法等が規約等に明記され、かつ、認定職業訓練事

  業の遂行に必要な財源が確保されているものであることを要するものであること。 

 

 ５ 認定職業訓練の内容の充実及び効果的な実施を確保しつつ、認定職業訓練施設の効率

  的な運営を促していくため、認定職業訓練施設間における長期間の訓練課程の一部委託

  又は全部委託若しくは合同実施を行った場合についても交付の対象とすること。 
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第２ 認定補助金の交付対象となる訓練は、当該認定職業訓練の認定を受けている訓練の最

   小単位（以下「訓練科」という。）ごとに判断するものとし、当該認定補助金の交付

   対象となる認定職業訓練の訓練科、次のいずれの要件にも該当するものであること。 

 

 １ 当該認定職業訓練の訓練科の訓練生のうち、補助金の交付対象となる訓練生（以下 

  「補助対象訓練生」という。）は次のいずれかに該当する者であること。 

 

  （１）中小企業主に雇用されている者 

    中小企業主に雇用されている雇用保険の被保険者。ただし、65 歳に達した日以後

に新たに雇用された者については、中小企業事業主に雇用されている事実が確認さ

れた場合に限り中小企業主に雇用されている者として取り扱うことが出来る。 

 

  （２）未就職卒業者等 

    認定職業訓練開始時において満年齢が 45 歳未満の者であって次のいずれかに該当

する者 

    イ 未就職卒業者 

     原則として、学校等を卒業（又は修了）した月の翌月以降、就職を希望しながら、

     一度も就職決定に至らない状態の者をいう。 

      なお、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための方

     針」（平成 19 年厚生労働省告示第 275 号）の趣旨党を踏まえ、新規学校卒業者

     に準じた支援を希望する、卒業後概ね３年以内の者については、卒業後の就職実

     績の有無にかかわらず、未就職卒業者として取り扱う。 

    ロ 職業能力開発形成機会が十分でない者 

     職業能力開発形成機会が十分でない者については、フリーター等過去５年以内に

     おいて、概ね３年以上継続して正規雇用されたことがない者 

 

  （３）45 歳以上の中高年齢者 

    45 歳以上の中高年齢者（定年退職者を含む。）であって、再就職準備のため認定

職業訓練を受講することを希望する者 

 

  （４）職場復帰を希望する者 

    出産・育児等を修了した者であって、元の職場等に復帰するための準備等のため認

    定職業訓練を受講することを希望する者 

 

  （５）建設大工・左官等の一人親方等であって、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法

律第 50 号）第 33 条の規定に基づく特別加入者 
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 ２当該認定職業訓練の訓練科について、次のいずれかに該当するものであること。 

 

  （１）認定職業訓練が長期間の訓練課程（専修訓練課程を含む。以下同じ。）である場

    合にあっては、補助対象訓練生数が、平常年度において、単独訓練（単独事業主の

    みで行う訓練。以下同じ。）にあっては３人以上、共同訓練にあっては１訓練科に

    つき３人以上（専門課程においては、１年次１科１０人以上）（以下「補助基準」

    という。）であること。 

     ただし、学年の進行により訓練生数が補助基準を下回ることとなった訓練科につ

    いては、前年度に補助対象としていた訓練生について引き続き該当訓練を継続して

    実施する場合（補講の場合を除く。）には、当該継続に係る認定職業訓練は補助金

    の交付対象とするものとし、この場合において、当該継続に係る訓練生は、当該課

    程を修了するまでの間に限り補助対象とするものとする。 

 

  （２）補助対象訓練生数が一時的に補助基準に示す人数を下回る場合であっても、認定

    職業訓練の実施に熱意を有し、効果的な訓練を計画的、継続的に行う能力があると

    認められ、かつ、５年度以内に補助基準に示す訓練生数を確保出来る見通しがある

    場合には、補助金の交付対象とするものとする（以下「訓練生数の弾力運用」とい

    う。）。 

     なお、従前の弾力的な取扱いから当該取扱いへの移行については、別途定めると

    ころによるものとする。 

 

  （３）認定職業訓練が短期課程の訓練課程（指導員訓練の研修課程を含む。以下じ。）

    である場合にあっては、補助対象訓練生が１訓練科当たり１人以上であること。 

 

 ３ 当該認定職業訓練施設への交通事情及び地域産業の労働事情その他からみて、訓練時

  間に対する訓練生数の出席率が８０％を下回ることがないと認められるものであること。 

 

 ４ 訓練の重複受講の補助の禁止について 

   同一の訓練カリキュラムを同一の者が受講した場合は補助の対象としないこと。 

  ただし、事故、疾病等のやむを得ない事情により訓練を中断した者が、同一の訓練カリ

  キュラムを再受講する場合については、この限りではないこと。 

 

 ５ 本補助金における「訓練科」の単位は、原則として次のとおりとすること。 

  (1) 能開法施行規則（以下「規則」という。）第１０条、第１１条、第１２条及び第 

   １３条の訓練基準に基づく訓練として認定を受け、実施されるそれぞれの訓練科を単

   位とするものであること。 

  (2) 能開法第２４条第１項（同法第２７条の２第２項において準用する場合を含む。）

   の規定に基づき職業訓練の認定を受けて直接訓練を実施する主体に係る訓練科である

   こと。したがって、認定職業訓練施設の上部組織又は分校等の下部組織の単位では訓
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   練科とみなさないこと。 

  (3) 単独訓練にあっては、(1)又は(2)にかかわらず、１訓練科とみなすこと。 

  (4) 平成４年度以前に開始され、平成４年度では旧訓練課程の専修訓練課程、普通課程

   及び職業転換課程の訓練であって、当該年度において従前の内容を継続するものにつ

   いては、補助金では、現在の訓練課程の専修訓練課程、普通課程及び短期課程のうち

   規則別表第４に係る訓練とみなすこと。 

 

第３ 認定補助金の交付の対象となる認定職業訓練に係る経費は、次に該当するものとする。 

 

  職業能力開発校設備整備費等補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）別表の「認

 定職業訓練助成事業費（運営費）都道府県が助成するもの」の補助対象事業内容の欄中に

 ある「認定職業訓練を行う能開法第 13 条に規定する事業主等が行う認定職業訓練の運営

に 要する経費」は次の１から７に掲げるものとする。 

  

 １ 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝

  金・手当に要する経費 

   この経費は、中小企業事業主等の訓練施設等に集合して行われる学科又は実技の訓練

  を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員（長期間の訓練課程の訓練を実施する団

  体等については教務職員の補助職員を含む。）の謝金・手当（賞与を含む。）に要する

  経費であること。なお、事務職員の人件費等は含まないこと。 

   また、職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金・手当に係る補助対象額は、認定職

  業訓練実施団体等の規約に基づく額であること。 

   

 ２ 集合して行う学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借り上げ及び維持に要す

  る経費並びに機械器具等の購入等に要する経費 

  

  (1) 建物の借り上げ、修繕等に要する経費 

  (2) 測定器具、実験器具、体育訓練用機械器具等、訓練に直接必要な機械器具の購入、

   借り上げ又は修繕に要する経費 

  (3) 訓練のために直接必要な光熱水料等 

 

    上記に掲げる経費のうち、「購入」に係る部分については、購入単価が２万円未満

   のものであること。 

    なお、技術の進展に伴いそのものを購入するよりも借り上げによることが適切であ

   ると群馬県知事が認める機械器具等については、借り上げ（リース）を含めること。 

    また、２万円以上のものについては、別添２「認定訓練助成事業費補助金（施設費

   及び設備費）交付要件」で取り扱うものであること。 

 ３ 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費 
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  (1) 職業訓練指導員を対象として行われる研修会に職業訓練指導員が参加するために要

   する旅費等の経費 

  (2) 訓練生を対象として行われる合同学習会に訓練生が参加するために要する旅費等の

   経費 

 

    上記に掲げる経費については、長期間の訓練課程の訓練を実施する共同認定職業訓

   練実施団体等が訓練生としての自覚を高めその定着を促進するために行う研修会、講

   演会、表彰式、技能コンクール、作品展示会等への参加経費を含むものであること。 

    また、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会で実施する職業能力開

   発促進大会、研修会等への参加経費についても含まれることとすること。 

    ただし、海外で行われるものは、除外するものであること。 

 

 ４ 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費 

 

  (1) 教科書の購入、作成等に要する経費 

  (2) プリントその他の印刷費 

  (3) その他教材に要する経費 

  (4) 試験の材料に要する経費 

  (5) 訓練に必要な消耗品費 

  (6) 訓練に必要な参考図書購入費 

 

５ 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費、その他群

  馬県知事が必要、かつ、適当と認める経費 

 

  (1) 実習場等における消火器、救急医薬品等に要する経費 

  (2) 訓練修了証書、技能照査合格証書等の作成に要する経費 

 (3) 訓練を実施する共同認定職業訓練実施団体等における構成事業主、学校教育機関及

び職業安定機関との連絡通信及び会議資料作成等に要する経費 

 電話使用料金、文書による通信費、資料作成のための複写用紙、印刷等に要する

経費を含むものであること。 

  (4) 訓練生の募集に係るパンフレットの作成費 

 職業訓練実施団体と構成事業主、学校教育機関、職業安定機関との間の訓練生募

集経費（高等学校等中途退校者に対する訓練生募集経費）を含むものであること。 

  (5) その他管理運営に必要かつ適当と認められる経費 

 

   ただし、１及び３に係る経費以外の人件費、税金、会費類、献金、保険料及び個人の

所有となるものに係る経費等は、補助対象としないこと。 

 

 ６ 訓練時間の延長等に伴う職業訓練の経費について 
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   延長する期間が１年以内であって、かつ、訓練時間についても期間の延長相当分追加

  される場合又はこれに準ずる場合には、延長した期間に応じて補助対象経費とするもの

  であること。 

 

 ７ 訓練開始後の補助金の取扱いについて 

   訓練開始後において認定職業訓練を行う中小企業事業主等の都合によらない理由で訓

  練生数が第２の１及び２の基準の要件を充たさなくなった場合は、訓練期間に対する当

  該要件を充たしていた訓練期間に応じて算定した経費等を補助対象とするものであるこ

  と。 

 

第４ 認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付要綱第３条に基づく交付基準により算定し

  て得た額（以下「補助対象基準額」という。）は、次の１及び２により算定した合計額

  とする。 

 

 １ 長期間の訓練課程に係る補助対象基準額 

  （１）専修訓練課程及び普通課程 

   イ 補助対象訓練生数３人未満 

     １，５２９，０００円（固定費） 

 

   ロ 補助対象訓練生数３人以上 

     １，３３１，０００円（固定費）＋ 

        ６６，０００円（１人当たり単価）×当該訓練生数（注１） 

 

         （注１）出席率 80％以上の者に限る。以下同じ。 

 

   (2) 上記(1)について、共同認定職業訓練実施団体の行う訓練については、１認定職 

       業訓練施設につき次の経費を加える。 

 

    イ 訓練生募集経費               

        ロ 臨時教務職員の配置のための経費    

        ハ 訓練生の定着促進のための経費         

                     イ、ロ、ハ 合計 ３０５，０００円 

 

   (3) 上記(1)について、設置訓練科に応じ、１訓練科につき次の経費を加える。 

 

        ・建設、機械系訓練科                  １００，０００円 

          ※設計、製図に係る訓練科を除く 

      (4) 上記(1)について、補助対象訓練生の技能競技大会等の今年度出場実績に応じ、

    １認定職業訓練施設１大会につき次の額の範囲内の経費を加える。 
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        ・群馬県職業能力開発協会が主催する以下の大会 

          建築科訓練生技能競技大会出場          ２５，０００円 

          認定職業訓練生体験発表大会出場        ２０，０００円 

 

      (5) 上記(1)について、補助対象訓練生の技能五輪全国大会等の前年度出場実績に応

    じ、１認定職業訓練施設につき次の額の範囲内の経費を加える。 

 

        ・中央職業能力開発協会が主催する以下の大会 

          技能五輪全国大会出場（１人につき）    ５０，０００円 

          技能グランプリ出場（１人につき）      ５０，０００円 

          ※１認定職業訓練施設あたり上限       ５０，０００円 

 

(6) 上記（１）について、補助対象訓練生の技能検定の今年度の受検者に応じ１人１

職種につき次の額の範囲内の経費を加える。 

       ・技能検定受検者数１人あたり        ８，０００円 

    ※１認定職業訓練施設あたり上限        ５０，０００円 

    ※１人で複数職種を受験した場合は、最初に受けた職種のみを対象とする。 

 

 ２  短期間の訓練課程に係る補助対象基準額 

    次の訓練課程に応じて定める基準額に、当該訓練生数を乗じて得た額（注４） 

 

訓練の種類 

 

     訓 練 課 程    

 

   基    準   額    

     

普  通 

 

 期 

 

 程 

 ①規則別表第４に係るもの          ４２，９００円 

 ②規則別表第５に係るもの          ２４，７５０円 

 ③①及び②以外              ５，２８０円 

    (注４)上記表中、短期課程のうち③にあっては、訓練単位数の１単位当たりの補助基

     準額である。 
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        なお、上記表中、短期課程のうち③の訓練単位数は、次のとおりである。 

 

        集 合 訓 練 時 間 数 

 

 単 位 数 

 

    １２時間以上  １５時間以内    

   規則別表第３に係るものについては 

    １０時間以上  １５時間以内 

 

      １６時間以上  ２５時間以内 

 

   ２６時間以上  ４０時間以内 

 

   ４１時間以上  ６０時間以内 

 

   ６１時間以上  ８０時間以内 

 

     ８１時間以上 １００時間以内 

 

  １０１時間以上 １５０時間以内 

 

  １５１時間以上 ２００時間以内 

 

  ２０１時間以上 ３００時間以内 

 

  ３０１時間以上 ４００時間以内 

 

  ４０１時間以上 ５００時間以内 

 

  ５０１時間以上 ６００時間以内 

 

  ６０１時間以上 ７００時間以内 

 

  ７０１時間以上 

 

 

   １単位 

 

 

 

   ２単位 

 

   ３単位 

 

   ４単位 

 

   ５単位 

 

  ６単位 

 

   ７単位 

 

   ８単位 

 

   ９単位  

 

 １０単位 

 

 １１単位 

 

 １２単位 

 

 １３単位 

 

 １４単位 

 

 

第５ 補助申請額は前第３により算出した補助対象経費の合計額の２／３と前第４により算

出した補助対象基準額の合計額を比較していずれか少ない額を上限とする。補助率は国

１／２、県１／２とする。 


